
外国語指導助手派遣業務委託仕様書 

 

１． 委託業務 

委託業務は､次に定める英語指導業務及び当該関連業務とする。 

 

２． 委託業務内容 

委託業務内容は、次のとおりとする。 

(1) 外国語指導講師による語学研修業務。 

(2) 前号に付随又は関連する業務。 

(3) その他、市川三郷町教育委員会と請負者の両者が協議のうえ合意した業務。 

 

３． 委託業務履行人数 

６名 

　 

４． 委託業務履行場所及び方法 

(1) 委託業務履行場所は、次に示す市川三郷町立の小学校・中学校とする。その他市川三郷町教

育委員会と請負者が協議のうえ定める履行場所とする。 

・小学校６校 

上野小学校　　　　市川三郷町上野 4916 

大塚小学校　　　　市川三郷町大塚 4264 

市川小学校　　　　市川三郷町市川大門 5744 

市川南小学校　　 市川三郷町黒沢 1420 

市川東小学校　　 市川三郷町山保 6320 

　　　　　　　  六郷小学校　　　　市川三郷町岩間 2917 

・中学校４校 

　　　　　　　　三珠中学校     　市川三郷町上野 2697 

　　　　　　　　市川中学校　　　　 市川三郷町市川大門 5064-1 

　　　　　　　　市川南中学校　　　 市川三郷町黒沢 1462 

　　　　　　　　六郷中学校      市川三郷町岩間 2927 

(2) 委託業務履行方法は、市川三郷町教育委員会と請負者が協議のうえ定めるものとする。（Web

会議システム（Microsoft Teams, Zoom, Webex 等を指す）を用いたオンライン納品も含まれるが、

これに限らない）。 

 

５． 業務期間及び委託業務履行日時 

(1)　業務期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までの 2 年間とする。但し、土曜日、

日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、学校の休校日及び学校が指定する日は

委託業務の履行を要しないものとする。なお、本業務は債務負担行為事業であるため、契約

日から履行開始日までは契約準備期間とする。 

(2) 委託業務の履行は、午前 8 時から午後 5 時の間で、１日７時限以内とする。    

(3) 上記前 2 号の詳細は、市川三郷町教育委員会と請負者が協議・合意のうえ、市川三郷町から請

負者へ通知される。 

(4) 委託業務履行場所において行事等の都合うえ、委託業務履行日時を変更する場合は、予め市

川三郷町教育委員会と請負者が協議・合意のうえ、変更できる。 

(5) 市川三郷町教育委員会が、上記第 1 号及び第 2 号で規定した業務履行日時以外に上記２．の



委託業務を請負者に追加委託する場合､請負者はその選択により追加委託料によりこれを受

託するか、追加委託業務履行日時分を予定された総委託業務履行日時の中で相殺することが

できる。 

 

６． 委託業務履行担当者 

(1) 委託業務を履行するにあたり、請負者は委託業務履行担当者を定め、市川三郷町教育委員会

へ事前に通知する。 

(2) 委託業務履行担当者のうち、外国語指導講師は、次の条件を満たす者とする。 

① 英語を母語とする者又は同等の能力を有する者。 

② 大学以上の教育機関を卒業した者又は在外大学の在学生で適正な方法により日本に招聘

された者。 

③ 委託業務を履行するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有する者。 

④ 委託業務の履行に必要な水準の教授技術を有する者。 

 

７． 委託業務の履行 

請負者は、委託業務の履行にあたり、次の事項を遵守する。 

(1) 委託業務履行担当者を定め、委託の趣旨に従い、請負者の責任において委託業務を完遂する

こと。 

(2) 委託業務履行担当者に支障が生じ、臨時に変更する場合には、必要に応じて直ちにその旨を

市川三郷町教育委員会に報告し、臨時担当者の氏名を市川三郷町教育委員会へ通知の上、

委託業務を履行すること。 

(3) 請負者の都合により、前号による臨時担当者による業務の履行ができなかった場合、請負者は

未履行分の委託業務を市川三郷町教育委員会と調整のうえ、契約期間中の他の日に履行す

ること。 

(4) 請負者は、上記第 2 号の臨時的措置が長期に及ぶ時は、速やかに市川三郷町教育委員会に

報告を行うとともに、必要な管理上の措置をとる。 

 

８． 委託業務責任者 

委託業務の完遂を期し、請負者は委託業務責任者を定め、次の業務を行わせる。 

(1) 委託業務履行担当者に業務命令を行うとともに、円滑な委託業務の履行を管理し、市川三郷町

教育委員会との連絡にあたらせること。 

(2) 委託業務の履行状況を把握し、適宜市川三郷町教育委員会に報告を行わせること。 

 

９． その他 

(1) 請負者は、委託業務履行担当者の使用者として労働関係法上の全ての責任を果たすとともに、

適切な教育指導と業務命令を行うこと。 

(2) 市川三郷町教育委員会は、請負者が委託業務を履行するにあたり、委託業務の詳細等を当該

委託業務履行前までに請負者へ送付すること。 

(3) 請負者は、外国語指導業務委託契約書、本仕様書の記載及び法的な枠組みに従い委託業務

を履行すること。


